
 

 

答申第５２号 

答 申 

１ 審査会の結論 

平成２８年８月１０日付けで審査請求人が津市長（以下「実施機関」とい

う。）に対して行った公文書開示請求（以下「本件開示請求」という。）に

つき実施機関が同年８月２４日付けで行った公文書部分開示決定において、

実施機関が不開示と判断した部分のうち、施工体制図及び部分下請通知書の

添付書類である、主任技術者に関する技術資格を証する書類及び雇用を証す

る書類に記載された主任技術者氏名については開示すべきであるが、その余

の判断は妥当である。 

２ 審査請求に至る経緯及び趣旨 

 ⑴ 審査請求人は、津市情報公開条例（平成１８年津市条例第２２号。以下

「条例」という。）第６条第１項の規定により、実施機関に対し、平成２

８年８月１０日付けで「旧久居市市民会館解体工事 金入設計書、請負契

約書、施工体制台帳、下請届」について、本件開示請求を行った。 

⑵ 実施機関は、本件開示請求に対応する公文書として、次のもの（以下

「本件公文書」という。）を特定した。 

  平成２８年度営久地補第４号旧久居市市民会館解体その他工事 

  金入り設計書 

  工事請負契約書 

  施工体制台帳 

  部分下請通知書 

 ⑶ 実施機関は、本件公文書について、公文書の一部を開示しない理由を次

のとおり記載し、平成２８年８月２４日付けで公文書部分開示決定（以下

「本件処分」という。）を行った。 

  ア 工事請負契約書のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する

法律第１３条及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第４条の

規定による書面」の法人の名称及び所在地部分 

  イ 部分下請通知書のうち、各下請金額部分及び資格確認書類の番号、住

所、氏名、本籍、生年月日及び顔写真 

 ⑷ 審査請求人は、平成２８年９月５日付けで、行政不服審査法（平成２６

年法律第６８号）の規定により、本件処分を取り消し、全面開示を求める



 

 

審査請求を行った。 

３ 審査請求の理由 

他の法令で公開が義務付けられているにも関わらず非開示とする事は違法、

不当であり、知る権利の侵害に当たる不利益処分である。 

４ 実施機関の不開示理由説明 

再資源化等をするための施設の名称、住所及び下請金額は、公にすること

により当該法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあること

から条例第７条第３号に該当する。 

資格確認書類の番号、住所、氏名、本籍、生年月日及び顔写真については、

個人に関する情報であって特定の個人が識別され得るもので同条第２号に該

当する。 

５ 審査会の判断 

  本件審査請求において、審査請求人及び実施機関は、部分不開示とした箇

所が適正であるか否かについて争っている。 

当審査会は、津市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１８年条例第

２３号）第７条の規定に基づき、審査請求人及び実施機関による口頭の意見

陳述を聴した上で、本件処分の妥当性について検討した。 

⑴ 審査請求人による口頭の意見陳述の要旨 

 審査請求人は、持参した資料をもとに、次の要旨のとおり意見陳述を行

った。 

 建設業法（昭和２４年法律第１００号）の規定に基づき発せられた「一

括下請の禁止について」、「技能労働者への適切な賃金水準の確保につい

て」、「公共工事設計労務単価について」、「社会保険の加入に関する下

請ガイドラインの改訂等について」、「民間建設工事の適正な品質を確保

するための指針について」等、国から種々の通達等が各方面に示されてい

るが、税金を原資とする公共工事においては、これら法の規定に基づく通

達等が順守されているか否かについて、発注者が厳格に審査を行うべきで

あり、その公正性の証として、関連する公文書は秘匿することなく全て公

開すべきであり、各項目における開示すべき理由については次のとおりで

ある。 

ア 下請契約金額について 

 下請契約金額について、私企業間の契約であることをもって不開示と

しているが、当該項目は、禁止されている一括下請がされていないか、



 

 

下請業者が不当に搾取されていないかといった違法行為が行われていな

いことを示すものであり、また、各事業者の個々の契約実績は、建設業

許可に関する情報として三重県で閲覧及びコピーが可能なものであり、

不開示とする理由はない。 

イ 技術者資格に関する情報について 

 技術者資格に関する情報について、個人情報と称して部分不開示とし

ているが、適法な技術資格を持った技術者が配置されていることを証す

るものであり、そもそも三重県では本籍以外の情報については全て閲覧

及びコピーが可能なものであるため、不開示とする理由はない。 

ウ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地について 

 再資源化等をするための施設の名称及び所在地については、三重県や

亀山市においては開示されている情報であり、開示していない津市の対

応は時代遅れである。 

⑵ 実施機関による口頭の意見陳述の要旨 

 当審査会は、実施機関から提出のあった資料を見分した上で、実施機関

による口頭の意見陳述を聴した。その要旨は次のとおりである。 

ア 施工体制台帳及び部分下請通知書における技術者の個人情報について 

  当該文書に添付書類である、技術者に係る資格を証する文書及び雇用

を証する文書における氏名、住所、本籍、生年月日、性別、資格番号、

顔写真、職務経験の内容及び保険者番号については条例第７条第２号に

規定する個人情報に該当する。 

 監理技術者資格者証、健康保険被保険者証等、技術者個人が所有する

文書は、その情報が他所で閲覧等で一般に供されているとしても、個々

の文書そのものはあくまでも技術者本人の所有物の範囲であり、当該文

書が公開され、万一紛失等がなされた場合、当該文書が独り歩きし、当

該技術者の権利利益を害するおそれがあるため、不開示とすべきである。 

イ 施工体制台帳及び部分下請通知書に含まれる下請契約金額について 

 下請契約は、民間業者間の契約であり、下請契約金額を公開すること

により、関係業者の経理情報、営業方針等が明らかになり、他企業間の

価格交渉の材料とされるおそれがあるため、同条第３号に規定する法人

情報に該当する。 

ウ 工事請負契約書に含まれる再資源化等をするための施設の名称及び所

在地について 



 

 

 再資源化等をするための施設は、契約締結時における予定情報であり、

当該情報を公開することにより他企業間の価格交渉の材料とされるおそ

れがあり、同条第３号に該当する。 

 なお、当審査会答申第２２号により不開示妥当との答申がなされてい

る。 

⑶ 当審査会の判断 

当審査会は、本件処分に係る条例第７条第２号及び第３号の該当性につ

いて検討を行った。 

ア 技術者の個人情報に係る条例第７条第２号の該当性について 

 実施機関は、技術者資格者証及び健康保険被保険者証等、原本を技術

者個人が所有する文書については、仮に当該文書が閲覧に供されていた

場合においても、あくまで技術者本人の所有物であり不開示とすべき旨

を主張するが、当該文書は、建設業法の規定により、公共工事の受注者

から発注者たる津市に提出された文書であり、条例第２条第１項に規定

する公文書に該当する。当該文書原本の所有者が個人であることをもっ

て、他の公文書と異なる取扱いをすべきではない。そのため実施機関が

本件処分において、条例第７条第２号により部分不開示とした箇所の全

てが個人情報であるゆえただちに同号ただし書に該当しないとしたこと

には速断が感得される。 

 他方、審査請求人は、技術者資格に係る証明書等は、三重県では建設

業許可に関する文書として本籍地情報を秘匿処理した上で閲覧及びコピ

ーが認められており、その例からしても全面的に開示されるべきである

と主張する。しかし、建設業法の改正（平成２７年４月１日施行分）に

より、建設業許可申請に関する文書のうち、個人情報が記載された文書

については閲覧が禁止された。現在では、一般情報としての技術者資格

情報は同号ただし書には該当せず、原則として条例第７条第２号に規定

する個人情報に相当し、不開示とされるべきである。 

 このような観点に立って、以下、審査請求の対象たる個別事項の開示

の是非について判断する。 

施工体系図は、建設工事において公開が義務付けられている個別情報

の一つである。当該図は、建設業法第２４条の７第４項により、第三者

が現場の施工体制を簡明に確認できるよう、当該建設工事の見やすい場

所に掲げなければならないと定められている。そのため、当該図に記載



 

 

された当該工事を施工する元請業者及び全ての下請業者の主任技術者氏

名は、条例第７条第２号ただし書アに該当すると認められ、開示すべき

である。 

 また、施工体制台帳及び部分下請通知書は、公共工事が適正な施工体

制の下に行われていることを担保するものであることからすると、一般

に公開される目的を持った文書ではないものの、その趣旨は施工体系図

と同様であると考えられる。よって施工体制台帳及び部分下請通知書に

記載されている主任技術者等の情報は、同じく条例第７条第２号ただし

書アに該当すると認められ、開示すべきである。 

 さらに、当該添付書類である技術者資格に関する書類及び雇用を証す

る書類は、当該公共工事が適正な資格を有する専属の技術者によって施

工されていることを証するもので、施工体制台帳及び部分下請通知書と

一体のものである。しかも当該添付書類は、施工体系図に記載された主

任技術者以外の人物のものではあり得ず、たとえ氏名等特定の個人を識

別し得る情報の全てを不開示としたとしても、当該文書が主任技術者本

人のものであることは明らかである。したがって、当該添付文書に係る

氏名部分は、開示すべきである。 

 技術者資格に関する書類及び雇用を証する書類のうち、氏名を除くそ

の他の項目については、開示すべき特別な理由は認められないことから、

不開示が妥当である。 

イ 下請契約金額に係る条例第７条第３号の該当性について 

 実施機関は、下請契約は民間業者間の契約であり、下請契約金額を公

開することにより、関係業者の経理情報、営業方針等が明らかになり、

他企業間の価格交渉の材料とされるおそれがあると主張する。確かに、

民間業者間の契約情報は一般には、企業の内部情報であり、条例第７条

第３号に規定する法人情報に該当すると認められるが、建設業許可を受

けようとする建設業者においては、建設業法の規定により、建設業許可

変更届の際に過去３か年の契約実績（工事施工額）の報告が義務付けら

れており、当該届は許可庁において閲覧に供される。すなわち、下請契

約金額は原則公開を前提とした情報であり、一般の民間業者間の契約情

報とはやや性質を異にする。 

 しかしながら、施工中の工事案件については、下請契約金額の情報を

公開することによって、他企業間の価格交渉の材料とされ、あるいは契



 

 

約の履行そのものに何らかの支障が生じる可能性も否定できず、競争上

又は事業運営上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることは否

めない。よって、条例第７条第３号の規定により不開示とすべきである。 

ウ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地に係る条例第７条第３

号の該当性について 

 再資源化等をするための施設の名称及び所在地は、当審査会答申第２

２号のとおり条例第７条第３号の規定により不開示とすべきである。 

 なお、審査請求人は、他自治体の例を示し、本市においても同様の取

扱いとすべきであると主張するが、各自治体において公文書開示可否の

判断を行う情報公開関係条例の規定は必ずしも同じではなく、また、

個々の公文書の取扱いも多様である。したがって、同一名称の公文書に

ついて、自治体によって開示可否に係る対応が異なっていたとしても、

一方が適法であり、他方が違法であるとは断じえない。 

よって、「１ 審査会の結論」のとおり答申する。 

 なお、本件処分における公文書部分開示決定通知書の記述の文言は、実

際に部分不開示とした内容と若干の相違がある。実施機関は、公文書開示

請求に際し、適正な事務遂行に努め、市民に対する説明責任を十分に果た

すよう努められたい。 

６ 審査の処理経過 

本諮問案件に係る審査の処理経過は、次のとおりである。 

年  月  日 処 理 内 容 

平成２８年１０月 ５日 諮問書の受付（各実施機関） 

平成２８年１２月 ６日 諮問案件の審議並びに審査請求人及び実施

機関からの口頭意見陳述 

平成２９年 ３月 ９日 答申 
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